
（単位：百万円）

総事業費 進捗率

工事費 進捗率

目標年 用地費 進捗率

37,410 23%

30,913 22%

【事業目的】
北勢地域10市町から将来
の水需要を自己水の新規
開発でまかなうことはほ
ぼ限界に達しているとし
て、県営水道用水供給事
業に対する増量要望があ
り、これに対処する。

Ｈ２２ 2,907 21%

2,919 68.4%

2,792 68.1%

【事業目的】
約１ｍに及ぶ地盤沈下により
湛水被害が生じているため、
営農を安定させる施設の設置
が強く望まれている。このた
め、排水機を設置し、大規模
湛水被害を未然に防ぐと共
に、水田の高度利用の促進を
図る。

Ｈ１８ ー ー

・水需要について
は、横ばい傾向で
あるが、自己水源
である地下水の減
衰に対する代替水
源の確保や渇水
時、水源水質事故
などへの対応の必
要性、地震等災害
時の安定給水の必
要性は増大してお
り、水源の多重化
の必要性が高まっ
ている。

Ｂ／Ｃ＝２．２５
他事業との共同施
工や同調施工化、
既存施設の有効活
用を図る等して、
コスト縮減に努め
ている。

②

【全体事業概要】
・取水施設 1式（取水ﾎﾟ
ﾝﾌﾟ場等）
・導・送水施設 1式（管
路延長70.9km)
・浄水施設 1式（沈澱
池、ろ過池等）
・用地 8.6ha

Ｈ１０

 ・導・送水管布設
工事４２．６％
（30.2km / 70.9km）
・用地取得２５．
６％（2.2ha /
8.6ha）

・受水市町の水需
要動向及び要望を
踏まえ、事業を継
続する。なお、全
部給水開始時期を
５年延伸し、平成
２３年度とする。
・工期は、平成２
２年度までとす
る。
・当面は、今、施
工しておかなけれ
ば、将来手戻りが
生じてコストアッ
プになるような工
事等に限定して施
工する。

平成１０年度に事業着手し、
５年を経過して継続中の事業で
ある。審査を行った結果、事業
継続の妥当性が認められる。し
たがって、事業継続を了承す
る。

ただし、経済的効果的な観点
から、今後は、当事業のように
多額の費用を長期にわたって投
資するような公共事業を計画す
る場合は、多様な可能性との比
較検討を行い、その結果を説明
すべきである。

水
道
事
業

2
北中勢
（北勢系第
２次拡張）

四日市市
他3市6町

委員会意見等

平成５年度に事業着手し、１
０年を経過して継続中の事業で
ある。審査を行った結果、事業
継続の妥当性が認められたこと
から事業継続を了承する。

ただし、湛水防除事業と地盤
沈下対策事業を同時に行わなけ
ればいけない特殊な事情を有す
る当地域においては、今後、農
業振興地域の見直しをする際、
浸水リスクを増加させないよう
県及び市において行政として適
切な対応を求めるものである。

また、これまで過去５年間、
多くの審査を行ってきたが説明
資料の専門用語や事業者側に
たった説明が多く見られた。こ
のため、今後の委員会にあたっ
ては、県民に理解しやすい表現
に努めるよう求めるものであ
る。

事
業
名

番
号

今後の事業の見通し採択年

費用対便益分析結
果・コスト縮減の
可能性・代替案の

検討 等

箇所名
再評
価の
理由

全体事業概要と目的市町村名
事業を巡る社会経
済状況等の動向事業進捗内容

平成１５年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（県事業）

事業進捗状況

湛
水
防
除
事
業

4 城南地区 桑名市 ②

【全体事業概要】
排水機場の新設
φ1200×290ps×２台
（立軸斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ）
φ1200×200kw×1台
（立軸斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ） Ｈ５

平成１４年度まで
排水機場φ1200×３
台 平成１５年度
除塵設備・場内整備
平成１６年以降
自家発電機、
旧機場・樋管取壊
し、 堤防復旧

事業推進の支障と
なる周辺環境の変
化はない。

Ｂ／Ｃ＝１．０９ 平成１５年度で、
除塵機の設置・場
内整備工事が完了
し、平成１６年度
から新設ポンプの
稼動を予定してい
る。



（単位：百万円）

総事業費 進捗率

工事費 進捗率

目標年 用地費 進捗率

委員会意見等
事
業
名

番
号

今後の事業の見通し採択年

費用対便益分析結
果・コスト縮減の
可能性・代替案の

検討 等

箇所名
再評
価の
理由

全体事業概要と目的市町村名
事業を巡る社会経
済状況等の動向事業進捗内容

平成１５年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（県事業）

事業進捗状況

3,465 68.7%

3,011 66.3%

【事業目的】
今日までに地盤沈下量が、
０．３～１．２ｍの範囲で生
じているため、水路の機能障
害が発生し、営農の大きな障
害となっている。このため本
事業で、地盤沈下によって生
じた用・排水路の機能障害を
解消し、農業基盤の高度利用
と農業経営の安定化を図る。

Ｈ１９ 149 84.1%

823 80.8%

604 77.1%

【事業目的】
広域農道サニー道路へ接
続する幹線農道を整備
し、流通経路の確保、農
産物の生産ｺｽﾄの低減及び
品質の向上による農業経
営の安定と生活環境の改
善、地域の活性化を図
る。

Ｈ１７ 219 90.8%

平成５年度に事業着手し、１
０年を経過して継続中の事業で
ある。再審査を行った結果、事
業継続の妥当性が認められたこ
とから事業継続を了承する。

ただし、費用対効果分析手法
として事業費を更新効果とする
ことは一般に理解が得難い。し
たがって、今後は、県民への説
明責任を果たす観点から経済効
果を算定する手法を用いること
が好ましいと考える。国関係機
関にもこの部分の検討を求める
ものである。

また、これまで、過去５年
間、多くの審査を行ってきたが
説明資料の専門用語や事業者側
にたった説明が多く見られた。
このため、今後の委員会にあ
たっては、県民に理解しやすい
表現に努めるよう求めるもので
ある。

平成１０年度に再評価対象
事業として一度、審査を経た
事業であり、その後５年を経
過して継続中の事業である。

再評価の結果、事業継続の
妥当性が認められたことから
事業継続を了承する。
  なお、今後ともより一層の
コストの削減に努めるととも
に、農道整備事業と農業振興
との連携に努め早期に事業効
果を発現されることを望むも
のである。

地
盤
沈
下
対
策
事
業

5 城南地区 桑名市

事業推進の支障と
なる周辺環境の変
化はない。

Ｂ／Ｃ＝１．０９ 平成１５年度以降
の残工事である
用水路工Ｌ=7,788m
排水路工Ｌ=4,527m
について地元と一
体となって事業の
進捗に努め、事業
高価が発揮できる
よう進めていく。

③

【全体事業概要】
延長 ２．９５ｋｍ
幅員 ５．５（７．０）
ｍ

Ｓ６３

平成１４年度まで
用水路 Ｌ=19,019m
揚水機 φ400×３台
排水路 Ｌ=6,184m
平成１５年度
用水路 Ｌ=2,200m
排水路 Ｌ=55m
平成１６年度
用水路 Ｌ=5,588m
排水路 Ｌ=4,472m

②

【全体事業概要】
用水路の改修
Ｌ＝２６，８０７ｍ
揚水機場の新設
φ４００×９０kw×３台
（立軸斜流ポンプ）
排水路の改修
Ｌ＝１０，７１１ｍ

Ｈ５

一
般
農
道
整
備
事
業

7
玉城南部地
区

玉城町

全体２．９５ｋｍの
うち、２．１９ｋｍ
を完成している。

事業推進の支障と
なるような周辺環
境の変化はない。

Ｂ／Ｃ＝１．４１
他事業との調整に
より、残土処理費
を低減するととも
に、再生材を使用
しコスト縮減に努
めている。

残る用地補償を今
年度に終え、平成
１７年度完成供用
を目指して事業を
推進する。



（単位：百万円）

総事業費 進捗率

工事費 進捗率

目標年 用地費 進捗率

委員会意見等
事
業
名

番
号

今後の事業の見通し採択年

費用対便益分析結
果・コスト縮減の
可能性・代替案の

検討 等

箇所名
再評
価の
理由

全体事業概要と目的市町村名
事業を巡る社会経
済状況等の動向事業進捗内容

平成１５年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（県事業）

事業進捗状況

1,256 86.5%

1,025 86.2%

【事業目的】
多気町と松阪市の一部地
域の幹線農道を整備し、
流通経路の確保、農産物
の生産ｺｽﾄの低減及び品質
の向上による農業経営の
安定と生活環境の改善、
地域の活性化を図る。

Ｈ１８ 231 87.4%

1,510 71.4%

1,247 65.4%

【事業目的】
一般農道切原へ接続する
農道を整備し、流通経路
の確保、農産物の生産ｺｽﾄ
の低減及び品質の向上に
よる農業経営の安定と生
活環境の改善、地域の活
性化を図る。

Ｈ１９ 263 99.6%

揮
発
油
税
財
源
身
替
農
道
整
備
事
業

8
松阪多気地
区

松阪市、
多気町

②

【全体事業概要】
延長 ２．１ｋｍ
幅員 ６．０（８．０）
ｍ

Ｈ５

全体２．１ｋｍのう
ち、１．６ｋｍを完
成している。

事業推進の支障と
なるような周辺環
境の変化はない。

Ｂ／Ｃ＝１．６７
残土近辺処理によ
る処理費を低減す
るとともに、再生
材を使用しコスト
縮減に努めてい
る。

残る用地を早期に
確保し、事業の早
期完成供用を目指
して事業を推進す
る。

ふ
る
さ
と
農
道
整
備
事
業

9
南勢東部地
区

南勢町 ②

【全体事業概要】
延長 １．４２ｋｍ
幅員 ５．５（９．０）
ｍ、歩道２ｍ

Ｈ５

全体１．４２ｋｍの
うち、１．２２ｋｍ
を完成している。

事業推進の支障と
なるような周辺環
境の変化はない。

Ｂ／Ｃ＝１．６２
残土近辺処理によ
る処理費を低減す
るとともに、再生
材を使用しコスト
縮減に努めてい
る。

残る用地を早期に
確保し、事業の早
期完成供用を目指
して事業を推進す
る。

平成５年度に事業着手し、
１０年を経過して継続中の事
業である。

再評価の結果、事業継続の
妥当性が認められたことから
事業継続を了承する。
  なお、今後ともより一層の
コストの削減に努めるととも
に、農道整備事業と農業振興
との連携に努め早期に事業効
果を発現されることを望むも
のである。

平成５年度に事業着手し、
１０年を経過して継続中の事
業である。

再評価の結果、事業継続の
妥当性が認められたことから
事業継続を了承する。
  なお、今後ともより一層の
コストの削減に努めるととも
に、農道整備事業と農業振興
との連携に努め早期に事業効
果を発現されることを望むも
のである。



（単位：百万円）

総事業費 進捗率

工事費 進捗率

目標年 用地費 進捗率

委員会意見等
事
業
名

番
号

今後の事業の見通し採択年

費用対便益分析結
果・コスト縮減の
可能性・代替案の

検討 等

箇所名
再評
価の
理由

全体事業概要と目的市町村名
事業を巡る社会経
済状況等の動向事業進捗内容

平成１５年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（県事業）

事業進捗状況

507 53.6%

492 52.2%

【事業目的】
受益地内の農道を整備
し、流通経路の確保、農
産物の生産ｺｽﾄの低減及び
品質の向上による農業経
営の安定と農業集落排水
処理施設や避難港へのア
クセスなどの生活環境の
改善、地域の活性化を図
る。

Ｈ１９ 15 93.3%

3,615 89.0%

3,099 87.3%

【事業目的】
伊賀地域を回廊に結ぶ基
幹農道（伊賀コリドー
ル）の一部区間を整備
し、流通経路の確保、農
産物の生産ｺｽﾄの低減及び
品質の向上による農業経
営の安定と生活環境の改
善、地域の活性化を図
る。

Ｈ１７ 516 100.0%

ふ
る
さ
と
農
道
整
備
事
業

10
南勢西部地
区

南勢町 ②

【全体事業概要】
延長 １．３５ｋｍ
幅員 ４．０（５．０）
ｍ

Ｈ５

全体１．３５ｋｍの
うち、１．２３ｋｍ
を完成している。

事業推進の支障と
なるような周辺環
境の変化はない。

Ｂ／Ｃ＝１．７３
他事業との調整に
より、用地費を低
減するとともに、
再生材を使用しコ
スト縮減に努めて
いる。

残る用地補償を今
年度に終え、事業
の早期完成供用を
目指して事業を推
進する。

ふ
る
さ
と
農
道
整
備
事
業

11 青山地区 青山町 ②

【全体事業概要】
延長 ４．６ｋｍ
幅員 ５．５（７．０）
ｍ

Ｈ５

平成５年度に事業着手し、
１０年を経過して継続中の事
業である。

再評価の結果、事業継続の
妥当性が認められたことから
事業継続を了承する。
  なお、今後ともより一層の
コストの削減に努めるととも
に、農道整備事業と農業振興
との連携に努め早期に事業効
果を発現されることを望むも
のである。

平成５年度に事業着手し、
１０年を経過して継続中の事
業である。

再評価の結果、事業継続の
妥当性が認められたことから
事業継続を了承する。
  なお、今後ともより一層の
コストの削減に努めるととも
に、農道整備事業と農業振興
との連携に努め早期に事業効
果を発現されることを望むも
のである。

全体４．６ｋｍのう
ち、３．５ｋｍを完
成している。

事業推進の支障と
なるような周辺環
境の変化はない。

Ｂ／Ｃ＝２．４３
他事業との調整に
より、残土処理費
を低減するととも
に、再生材を使用
や伐採木根枝を法
面緑化に利用によ
りコスト縮減に努
めている。

用地の確保も終え
ており、平成１７
年度完成供用を目
指して事業を推進
する。



（単位：百万円）

総事業費 進捗率

工事費 進捗率

目標年 用地費 進捗率

委員会意見等
事
業
名

番
号

今後の事業の見通し採択年

費用対便益分析結
果・コスト縮減の
可能性・代替案の

検討 等

箇所名
再評
価の
理由

全体事業概要と目的市町村名
事業を巡る社会経
済状況等の動向事業進捗内容

平成１５年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（県事業）

事業進捗状況

28,150 55%

16,541 39%

【事業目的】
河積拡大および河川横断
構造物の改築を行い、浸
水等の被害を防止する。

Ｈ３５ 11,609 78%

28,740 68%

20,522 67%

【事業目的】
河積拡大および河川横断
構造物の改築を行い、浸
水等の被害を防止する。

Ｈ４０ 8,218 70%

河
川
事
業

16

二級河川志
登茂川広域
基幹河川改
修

津市 ③

【全体事業概要】
全体延長 L=7,870m
計画流量 Q=270～
660m3/s

築堤工 L=11,960m
掘削工 V=692,560m3
護岸工 L=11,160m
橋梁 20橋
堰 3基

Ｓ４７

江戸橋付近、近鉄橋
梁付近、平野井堰、
今井井堰を除く区間
は、護岸工が概ね完
了しており、旧堤防
撤去と河床掘削を残
すのみである。
横川においては、河
道の拡幅、護岸の整
備が行われている。
新江戸橋（国道２３
号）、江戸橋（市
道）の改築に向け、
関係機関と調整中。

流域内のほ場整
備、宅地開発、中
勢バイパス建設等
により、浸水被害
のポテンシャルが
増大しており、地
域は河川改修を強
く求めている。
昭和49年7月の豪
雨により甚大な浸
水被害が発生し、
早期完成の要望が
強い。

Ｂ／Ｃ＝５１．８
７
再生材や現場発生
材の使用、多自然
に配慮した川づく
りへの見直しによ
りコスト縮減に努
める。

治水安全性の早期
向上のため、継続
して事業の推進を
図る。

流域における地域
開発の進展に伴い
災害ポテンシャル
は大きくなる傾向
にあり、国道４２
２号の冠水や沿岸
沿いの家屋浸水解
消のため、地域は
河川改修を強く求
めている。

Ｂ／Ｃ＝９．０２
再生材や現場発生
材の使用、多自然
に配慮した川づく
りへの見直しによ
りコスト縮減に努
める。

治水安全性の早期
向上のため、継続
して事業の推進を
図る。

河
川
事
業

18
一級河川木
津川広域基
幹河川改修

上野市 ③

【全体事業概要】
全体延長 L=11,400m
計画流量 Q=1,300～
1,900m3/s

築堤工 L=33,465m
掘削工 V=3,760,000m3
護岸工 L=54,600m
橋梁 32橋
堰 15基

Ｓ３０

本川においては、最
も流下能力が不足し
ていた下郡工区が完
成し、流下能力が増
大した。現在はその
上流の本川工区を整
備中である。
支川においては、久
米川は暫定完了し、
山の川、矢田川は完
了している。

昭和４７年度に事業着手し、平成１０年度
に再評価対象事業として一度審査を経た事業
であり、その後概ね５年を経過して継続中の
事業である。審査を行った結果、事業継続の
妥当性が認められる。したがって、事業継続
を了承する。

ただし、次の点について意見を付すもので
ある。
一、河川流域内の遊水機能の低下など河川へ
の負荷を招かぬよう、他の公共事業などの諸
開発との調整を行うべきである。
一、事業に当たっては、公共物の景観や環境
への影響について、河川管理者として関係す
る市町村および県民との議論を喚起できるよ
うな場を構築されるよう望むものである。
一、多自然型工法の積極的導入は重要である
が、画一的なものにとらわれず定量的な経済
的価値と定性的な環境文化的価値を考慮し
て、ケースバイケースで的確に取り組まれた
い。

また、草刈り等日常の維持管理について
は、地域住民の参画を促すよう努められた
い。
一、治水対策の観点からは、早期に完成する
必要があるが、工事着手から長期にわたる事
業であることを踏まえ、事業の段階的目標を
示すなど県民への説明に努められたい

昭和３０年度に事業着手し、平成１０年度
に再評価対象事業として一度審査を経た事業
であり、その後概ね５年を経過して継続中の
事業である。審査を行った結果、事業継続の
妥当性が認められる。したがって、事業継続
を了承する。

ただし、次の点について意見を付すもので
ある。
一、河川流域内の遊水機能の低下など河川へ
の負荷を招かぬよう、他の公共事業などの諸
開発との調整を行うべきである。
一、事業に当たっては、公共物の景観や環境
への影響について、河川管理者として関係す
る市町村および県民との議論を喚起できるよ
うな場を構築されるよう望むものである。
一、多自然型工法の積極的導入は重要である
が、画一的なものにとらわれず定量的な経済
的価値と定性的な環境文化的価値を考慮し
て、ケースバイケースで的確に取り組まれた
い。

また、草刈り等日常の維持管理について
は、地域住民の参画を促すよう努められた
い。
一、治水対策の観点からは、早期に完成する
必要があるが、工事着手から長期にわたる事
業であることを踏まえ、事業の段階的目標を
示すなど県民への説明に努められたい



（単位：百万円）

総事業費 進捗率

工事費 進捗率

目標年 用地費 進捗率

委員会意見等
事
業
名

番
号

今後の事業の見通し採択年

費用対便益分析結
果・コスト縮減の
可能性・代替案の

検討 等

箇所名
再評
価の
理由

全体事業概要と目的市町村名
事業を巡る社会経
済状況等の動向事業進捗内容

平成１５年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（県事業）

事業進捗状況

18,101 59%

15,163 58%

【事業目的】
河積拡大および河川横断
構造物の改築を行い、浸
水等の被害を防止する。

Ｈ４６ 2,938 65%

6,230 69%

5,212 69%

【事業目的】
河積拡大および河川横断
構造物の改築を行い、浸
水等の被害を防止する。

Ｈ２３ 1,018 67%

Ｂ／Ｃ＝７．６７
再生材や現場発生
材の使用、多自然
に配慮した川づく
りへの見直しによ
りコスト縮減に努
める。

治水安全性の早期
向上のため、継続
して事業の推進を
図る。

浸水被害が頻発し
ていることから、
地域は河川改修を
強く求めている。

河
川
事
業

19

一級河川五
十鈴川広域
基幹河川改
修

伊勢市
二見町

③

【全体事業概要】
全体延長 L=13,2100m
計画流量 Q=80～930m3/s

築堤 21,800m
掘削 428,000m3
護岸工 Ｌ＝28,410m
道路橋 16橋
鉄道橋 1橋
樋門樋管 32基
サイフォン 2基

本川工区：楠部工区
を除き、宇治工区、
鹿海工区は完了して
いる。
派川工区：ふるさと
の川整備事業により
本川分派点から改修
を進め、1900mの区
間が改修済み。
朝熊川工区：完了し
ている。

伊勢神宮をはじめ
とする伊勢地方の
主要な歴史・文
化・観光・レクリ
エーション施設を
擁し、地域におい
て重要な意義を有
する河川である。
宅地開発の進展、
道路整備など流域
の土地利用が変化
し、流出量の増加
が懸念され、地域
は河川改修を強く
求めている。

Ｓ２４

河
川
事
業

20
二級河川大
堀川広域基
幹河川改修

伊勢市
明和町

③

【全体事業概要】
全体延長 L=3,540m
計画流量 Q=120～
200m3/s

築堤 Ｌ＝6,900m（両
岸）

護岸工 Ｌ＝6,900m
（両岸）

掘削 V=240,000m3
防潮水門 １基

Ｓ５６

河口から約1,700mの
国道23号付近までは
護岸および築堤が概
成している。
国道23号から柏橋上
流200m付近までは
護岸工が概成してお
り、この区間は一部
河床掘削と築堤を残
すのみである。

Ｂ／Ｃ＝１９．１
２
再生材や現場発生
材の使用、多自然
に配慮した川づく
りへの見直しによ
りコスト縮減に努
める。

治水安全性の早期
向上のため、継続
して事業の推進を
図る。

昭和２４年度に事業着手し、平成１０年度
に再評価対象事業として一度審査を経た事業
であり、その後概ね５年を経過して継続中の
事業である。審査を行った結果、事業継続の
妥当性が認められる。したがって、事業継続
を了承する。

ただし、次の点について意見を付すもので
ある。
一、河川流域内の遊水機能の低下など河川へ
の負荷を招かぬよう、他の公共事業などの諸
開発との調整を行うべきである。
一、事業に当たっては、公共物の景観や環境
への影響について、河川管理者として関係す
る市町村および県民との議論を喚起できるよ
うな場を構築されるよう望むものである。
一、多自然型工法の積極的導入は重要である
が、画一的なものにとらわれず定量的な経済
的価値と定性的な環境文化的価値を考慮し
て、ケースバイケースで的確に取り組まれた
い。

また、草刈り等日常の維持管理について
は、地域住民の参画を促すよう努められた
い。
一、治水対策の観点からは、早期に完成する
必要があるが、工事着手から長期にわたる事
業であることを踏まえ、事業の段階的目標を
示すなど県民への説明に努められたい

昭和５６年度に事業着手し、平成１０年度
に再評価対象事業として一度審査を経た事業
であり、その後概ね５年を経過して継続中の
事業である。審査を行った結果、事業継続の
妥当性が認められる。したがって、事業継続
を了承する。

ただし、次の点について意見を付すもので
ある。
一、河川流域内の遊水機能の低下など河川へ
の負荷を招かぬよう、他の公共事業などの諸
開発との調整を行うべきである。
一、事業に当たっては、公共物の景観や環境
への影響について、河川管理者として関係す
る市町村および県民との議論を喚起できるよ
うな場を構築されるよう望むものである。
一、多自然型工法の積極的導入は重要である
が、画一的なものにとらわれず定量的な経済
的価値と定性的な環境文化的価値を考慮し
て、ケースバイケースで的確に取り組まれた
い。

また、草刈り等日常の維持管理について
は、地域住民の参画を促すよう努められた
い。
一、治水対策の観点からは、早期に完成する
必要があるが、工事着手から長期にわたる事
業であることを踏まえ、事業の段階的目標を
示すなど県民への説明に努められたい



（単位：百万円）

総事業費 進捗率

工事費 進捗率

目標年 用地費 進捗率

委員会意見等
事
業
名

番
号

今後の事業の見通し採択年

費用対便益分析結
果・コスト縮減の
可能性・代替案の

検討 等

箇所名
再評
価の
理由

全体事業概要と目的市町村名
事業を巡る社会経
済状況等の動向事業進捗内容

平成１５年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（県事業）

事業進捗状況

2,325 27%

1,780 14%

【事業目的】
河積拡大および河川横断
構造物の改築を行い、浸
水等の被害を防止する。

Ｈ３０ 545 69%

5,124 22%

3,578 9%

-
 8

 -

【事業目的】
河積拡大および河川横断
構造物の改築を行い、浸
水等の被害を防止する。

Ｈ３０ 1,546 52%

河
川
事
業

21
二級河川外
城田川統合
河川整備

伊勢市
小俣町

③

【全体事業概要】
全体延長 L=3,270m
計画流量 Q=650m3/s

築堤工 Ｖ= 3,270m
掘削工 V=198,710m3
護岸工 Ａ=1,730m
根固 L=2580m
道路橋 3橋 根継

1,080m
樋門 6基 サイフォン 1

Ｓ５８

右岸側については既
設護岸根継工を一部
施工済みである。
左岸側については拡
幅計画であり、磯橋
付近を含め、下流か
ら順次用地買収を
行った。
現在は流下能力の
ネック地点である磯
橋の架け替えに着手
し、早期完成に向け
推進している。

上流部において、
宅地開発が進み、
流出量が増大して
いるため、地域は
河川改修を強く求
めている。

Ｂ／Ｃ＝２２．３
６
再生材や現場発生
材の使用、多自然
に配慮した川づく
りへの見直しによ
りコスト縮減に努
める。

治水安全性の早期
向上のため、継続
して事業の推進を
図る。

河
川
事
業

22
一級河川桧
尻川統合河
川整備

伊勢市 ②

【全体事業概要】
全体延長 L=1,660m
計画流量 Q=63～66m3/s

護岸工 Ｌ＝1,660m
（両岸）

道路橋 2橋
人道橋 2橋
水路橋 3橋
樋門樋管 23基

Ｈ６

桧尻橋から下流域に
ついて、用地買収を
実施し全体の50%が
買収済みとなってい
る。
また、桧尻橋の改築
および橋梁取付部の
護岸工が完了してい
る。

浸水被害が頻発し
ていることから、
地域は河川改修を
強く求めている。

Ｂ／Ｃ＝３０．９
９
再生材や現場発生
材の使用、多自然
に配慮した川づく
りへの見直しによ
りコスト縮減に努
める。

治水安全性の早期
向上のため、継続
して事業の推進を
図る。

昭和５８年度に事業着手し、平成１０年度
に再評価対象事業として一度審査を経た事業
であり、その後概ね５年を経過して継続中の
事業である。審査を行った結果、事業継続の
妥当性が認められる。したがって、事業継続
を了承する。

ただし、次の点について意見を付すもので
ある。
一、河川流域内の遊水機能の低下など河川へ
の負荷を招かぬよう、他の公共事業などの諸
開発との調整を行うべきである。
一、事業に当たっては、公共物の景観や環境
への影響について、河川管理者として関係す
る市町村および県民との議論を喚起できるよ
うな場を構築されるよう望むものである。
一、多自然型工法の積極的導入は重要である
が、画一的なものにとらわれず定量的な経済
的価値と定性的な環境文化的価値を考慮し
て、ケースバイケースで的確に取り組まれた
い。

また、草刈り等日常の維持管理について
は、地域住民の参画を促すよう努められた
い。
一、治水対策の観点からは、早期に完成する
必要があるが、工事着手から長期にわたる事
業であることを踏まえ、事業の段階的目標を
示すなど県民への説明に努められたい

平成６年度に事業着手し概ね１０年を経過
して継続中の事業である。 審査を行った結
果、事業継続の妥当性が認められる。した
がって、事業継続を了承する。

ただし、次の点について意見を付すもので
ある。
一、河川流域内の遊水機能の低下など河川へ
の負荷を招かぬよう、他の公共事業などの諸
開発との調整を行うべきである。
一、事業に当たっては、公共物の景観や環境
への影響について、河川管理者として関係す
る市町村および県民との議論を喚起できるよ
うな場を構築されるよう望むものである。
一、多自然型工法の積極的導入は重要である
が、画一的なものにとらわれず定量的な経済
的価値と定性的な環境文化的価値を考慮し
て、ケースバイケースで的確に取り組まれた
い。

また、草刈り等日常の維持管理について
は、地域住民の参画を促すよう努められた
い。
一、治水対策の観点からは、早期に完成する
必要があるが、工事着手から長期にわたる事
業であることを踏まえ、事業の段階的目標を
示すなど県民への説明に努められたい



（単位：百万円）

総事業費 進捗率

工事費 進捗率

目標年 用地費 進捗率

委員会意見等
事
業
名

番
号

今後の事業の見通し採択年

費用対便益分析結
果・コスト縮減の
可能性・代替案の

検討 等

箇所名
再評
価の
理由

全体事業概要と目的市町村名
事業を巡る社会経
済状況等の動向事業進捗内容

平成１５年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（県事業）

事業進捗状況

6,121 82%

5,401 80%

【事業目的】
河積拡大および河川横断
構造物の改築を行い、浸
水等の被害を防止する。

Ｈ３５ 720 92%

11,090 7%

10,256 5%

【事業目的】
河積拡大および河川横断
構造物の改築を行い、浸
水等の被害を防止する。

Ｈ５３ 834 40%

昭和５２年度に事業着手し、平成１０
年度に再評価対象事業として一度審査を
経た事業であり、その後概ね５年を経過
して継続中の事業である。審査を行った
結果、事業継続の妥当性が認められる。
したがって、事業継続を了承する。

ただし、次の点について意見を付すも
のである。
一、河川流域内の遊水機能の低下など河
川への負荷を招かぬよう、他の公共事業
などの諸 開発との調整を行うべきであ
る。
一、事業に当たっては、公共物の景観や
環境への影響について、河川管理者とし
て関係す る市町村および県民との議論
を喚起できるような場を構築されるよう
望むものである。
一、多自然型工法の積極的導入は重要で
あるが、画一的なものにとらわれず定量
的な経済 的価値と定性的な環境文化的
価値を考慮して、ケースバイケースで的
確に取り組まれた い。

また、草刈り等日常の維持管理につい
ては、地域住民の参画を促すよう努めら
れた い。
一、治水対策の観点からは、早期に完成

河
川
事
業

23

一級河川大
内山川広域
基幹河川改
修

大宮町
紀勢町
大内山村

地域における河川
改修の要望だけで
なく、本川に対す
る景観及び自然環
境への関心の高ま
りに対する、多自
然型川づくりの必
要性が上昇してい
る。

Ｂ／Ｃ＝２．４２
再生材や現場発生
材の使用、多自然
に配慮した川づく
りへの見直しによ
りコスト縮減に努
める。

治水安全性の早期
向上のため、継続
して事業の推進を
図る。

③

【全体事業概要】
全体延長 L=22,700m
計画流量 Q=430～
1,200m3/s

築堤工 L=7,065m
掘削工 V=1111,800m3
護岸工 L=16,007m
道路橋 7橋
鉄道橋 3橋

Ｓ５４

阿曽工区、駒工区、
中野工区について完
了。
藤ヶ野工区は、概
成。
現在、柏野工区を整
備中。

河
川
事
業

25
二級河川志
原川広域基
幹河川改修

熊野市
御浜町

③

【全体事業概要】
全体延長 L=6,300m
計画流量 Q=90～230m3/s

築堤工 L=4,710m
掘削工 V=171,500m3
護岸工 L=5,300m
河口樋門 １基
道路橋 15橋
堰 2基
樋門樋管 10基

Ｓ５２

平成１２、１３年と
住民を交えた検討会
を開き、治水安全性
の低い箇所から段階
的に施工する計画を
立案して、現在その
計画に沿って事業を
実施している。

流域内において、
山崎運動公園及び
その周辺整備が進
んでいる。一方、
毎年のように家屋
や田畑の浸水も起
きており、地域住
民からの早期改修
に対する要望が強
い。

Ｂ／Ｃ＝２．０６
再生材や現場発生
材の使用、多自然
に配慮した川づく
りへの見直しによ
りコスト縮減に努
める。

治水安全性の早期
向上のため、継続
して事業の推進を
図る。

昭和５４年度に事業着手し、平成１０年度
に再評価対象事業として一度審査を経た事業
であり、その後概ね５年を経過して継続中の
事業である。審査を行った結果、事業継続の
妥当性が認められる。したがって、事業継続
を了承する。

ただし、次の点について意見を付すもので
ある。
一、河川流域内の遊水機能の低下など河川へ
の負荷を招かぬよう、他の公共事業などの諸
開発との調整を行うべきである。
一、事業に当たっては、公共物の景観や環境
への影響について、河川管理者として関係す
る市町村および県民との議論を喚起できるよ
うな場を構築されるよう望むものである。
一、多自然型工法の積極的導入は重要である
が、画一的なものにとらわれず定量的な経済
的価値と定性的な環境文化的価値を考慮し
て、ケースバイケースで的確に取り組まれた
い。

また、草刈り等日常の維持管理について
は、地域住民の参画を促すよう努められた
い。
一、治水対策の観点からは、早期に完成する
必要があるが、工事着手から長期にわたる事
業であることを踏まえ、事業の段階的目標を
示すなど県民への説明に努められたい



（単位：百万円）

総事業費 進捗率

工事費 進捗率

目標年 用地費 進捗率

委員会意見等
事
業
名

番
号

今後の事業の見通し採択年

費用対便益分析結
果・コスト縮減の
可能性・代替案の

検討 等

箇所名
再評
価の
理由

全体事業概要と目的市町村名
事業を巡る社会経
済状況等の動向事業進捗内容

平成１５年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（県事業）

事業進捗状況

2,697 90.0%

2,565 90.0%

【事業目的】
老朽化した海岸保全施設
を改築し高潮災害から背
後の資産を防護する

Ｈ１８ ー ー

1,599 74.0%

1,521 74.0%

【事業目的】
侵食が甚だしい海岸にお
いて人工リーフと養浜に
より波浪を減衰させ高潮
や侵食による被害を防止
する Ｈ１７ ー ー

Ｂ／Ｃ＝２．６３ 引き続き事業の進
捗をはかり早期効
果の発現を目指す

昭和３９年度に事業着手し、平成
１０年度に再評価対象事業として一
度、審査を経た事業であり、その後
５年を経過して継続中の事業であ
る。再評価の結果、事業継続の妥当
性が認められたことから事業継続を
了承する。ただし、次の点について
意見を付するものである。
一、生物多様性の重要性に鑑み、海
浜生物の保全は大きな課題である。
したがって、今後、事業を実施する
場合は可能な限り環境への配慮に努
められたい。 一、海岸事業に限ら
ず全ての公共施設・機能の維持管理
について、ライフサイクルコストの
観点から適切な管理が重要である。
したがって、早急に持続的な施設維
持管理の仕組みについて具体的に構
築するよう検討されたい。 一、事
業を進めるにあたっては、時間とコ
ストの管理をより積極的に行うため
の経済比較、代替案の立案を検討し
その内容を明確にされたい。

昭和６１年度に事業着手し、平成
１０年度に再評価対象事業として一
度、審査を経た事業であり、その後
５年を経過して継続中の事業であ
る。再評価の結果、事業継続の妥当
性が認められたことから事業継続を
了承する。ただし、次の点について
意見を付するものである。  一、海
岸事業に限らず全ての公共施設・機
能の維持管理について、ライフサイ
クルコストの観点から適切な管理が
重要である。したがって、早急に持
続的な施設維持管理の仕組みについ
て具体的に構築するよう検討された
い。 一、事業を進めるにあたって
は、時間とコストの管理をより積極
的に行うための経済比較、代替案の
立案を検討しその内容を明確にされ
たい。

海
岸
事
業

28
安乗地区建
設海岸

阿児町 ③

【全体事業概要】
延長 ６００ｍ
人工リーフ ３基

養浜 ５６，０００ｍ
３

突堤工 １基
階段工 ２基
斜路工 ２基

Ｓ３９

海
岸
事
業

27
的矢港
（三ヶ所）
港湾海岸

磯部町

護岸補強延長694.9m
の内574.9mの整備が
完了している。今後
残延長120mを順次
施行を行う予定

磯部町が東海地震
に関する「地震防
災対策強化地域」
に指定された。

Ｂ／Ｃ＝８．３２ 引き続き事業の進
捗をはかり早期効
果の発現を目指す

③

【全体事業概要】
護岸（補強） Ｌ＝６９
４．９ｍ

Ｓ６１

人工リーフ１基の施
行を終え、養浜施行
のための仮設道路が
完成した。

海岸に対する市民
のニーズが多様化
し、余暇志向や環
境に対する関心が
高まっている。
阿児町が東海地震
に関する「地震防
災対策強化地域」
に指定された。



（単位：百万円）

総事業費 進捗率

工事費 進捗率

目標年 用地費 進捗率

委員会意見等
事
業
名

番
号

今後の事業の見通し採択年

費用対便益分析結
果・コスト縮減の
可能性・代替案の

検討 等

箇所名
再評
価の
理由

全体事業概要と目的市町村名
事業を巡る社会経
済状況等の動向事業進捗内容

平成１５年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（県事業）

事業進捗状況

1,172 73.5%

1,094 73.5%

【事業目的】
養浜により波浪を減衰さ
せ高潮による被害を防止
すると共に海水浴等の海
岸利用にも配慮する。

Ｈ１８ ー ー

7,732 74.0%

7,272 74.0%

【事業目的】
高波浪が来襲し侵食が甚
だしい海岸において人工
リーフにより波浪を減衰
させ高潮、高波や侵食に
よる被害を防止する Ｈ２１ ー ー

昭和４４年度に事業着手し、平成
１０年度に再評価対象事業として一
度、審査を経た事業であり、その後
５年を経過して継続中の事業であ
る。再評価の結果、事業継続の妥当
性が認められたことから事業継続を
了承する。ただし、次の点について
意見を付するものである。 一、七
里御浜海岸の保全は、海浜の砂収支
の観点から流域の総合土砂管理の概
念が重要である。したがって、七里
御浜を核として各事業は総合的な計
画との関連づけを持つこと。  一、
海岸事業に限らず全ての公共施設・
機能の維持管理について、ライフサ
イクルコストの観点から適切な管理
が重要である。したがって、早急に
持続的な施設維持管理の仕組みにつ
いて具体的に構築するよう検討され
たい。 一、事業を進めるにあたっ
ては、時間とコストの管理をより積
極的に行うための経済比較、代替案
の立案を検討しその内容を明確にさ
れたい

引き続き事業の進
捗をはかり早期効
果の発現を目指す

人工リーフ５基の内
３基が完成し、残り
２基を順次施行を行
う予定

七里御浜海岸は平
成１６年６月に
「紀伊山地の霊場
と参詣道」として
世界遺産に登録予
定である

Ｂ／Ｃ＝２．０８

昭和４９年度に平成１０年度に再
評価対象事業として一度、審査を経
た事業であり、その後５年を経過し
て継続中の事業である。再評価の結
果、事業継続の妥当性が認められた
ことから事業継続を了承する。ただ
し、次の点について意見を付するも
のである。  一、生物多様性の重要
性に鑑み、海浜生物の保全は大きな
課題である。したがって、今後、事
業を実施する場合は可能な限り環境
への配慮に努められたい。  一、海
岸事業に限らず全ての公共施設・機
能の維持管理について、ライフサイ
クルコストの観点から適切な管理が
重要である。したがって、早急に持
続的な施設維持管理の仕組みについ
て具体的に構築するよう検討された
い。 一、事業を進めるにあたって
は、時間とコストの管理をより積極
的に行うための経済比較、代替案の
立案を検討しその内容を明確にされ
たい。

Ｂ／Ｃ＝１４．３
７

引き続き事業の進
捗をはかり早期効
果の発現を目指す

【全体事業概要】
延長 １，０００ｍ
人工リーフ ５基

Ｓ４４

突堤工、砂止潜堤工
の施行を終え平成１
１年度より養浜工に
着手し今年度末には
47,000ｍ3施行済み
となる予定

海岸に対する市民
のニーズが多様化
し、余暇志向や環
境に対する関心が
高まっている。
紀伊長島町が東海
地震に関する「地
震防災対策強化地
域」に指定され
た。

海
岸
事
業

30
御浜地区建
設海岸

御浜町

海
岸
事
業

29
道瀬地区建
設海岸

紀伊長島
町

③

【全体事業概要】
延長 ４３０ｍ
突堤工 １８３ｍ
砂止潜堤工 ２２８ｍ
養浜工 ８４，５００ｍ

Ｓ４９

③



（単位：百万円）

総事業費 進捗率

工事費 進捗率

目標年 用地費 進捗率

委員会意見等
事
業
名

番
号

今後の事業の見通し採択年

費用対便益分析結
果・コスト縮減の
可能性・代替案の

検討 等

箇所名
再評
価の
理由

全体事業概要と目的市町村名
事業を巡る社会経
済状況等の動向事業進捗内容

平成１５年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（県事業）

事業進捗状況

15,062 70.0%

14,148 70.0%

【事業目的】
高波浪が来襲し侵食が甚
だしい海岸において人工
リーフにより波浪を減衰
させ高潮、高波や侵食に
よる被害を防止する Ｈ２５ ー ー

1,737 99%

486 99%

【事業目的】
都市計画決通りに拡幅整
備することにより、中心
市街地の道路網の形成と
交通緩和、交通安全への
寄与を図る H16 1,251 99%

亀山城跡を中心に
旧東海道の宿場町
の面影を残そう
と、市民と行政が
一体となったまち
づくりの活動が活
発になり、周辺の
景観整備の取組が
行われている。ま
た、平成１１年度
に電線類地中化区
間として指定さ
れ、平成１３年度
から電線類の地中
化工事に取組んで
いる。

Ｂ／Ｃ＝６．１０ 平成１６年度中に
は用地買収を終
え、残工事を実施
し、事業完了する
予定。

平成６年度に事業着手し、
概ね１０年を経過して継続中
の事業である。審査を行った
結果、事業継続の妥当性が認
められる。したがって、事業
継続を了承する。

ただし、複雑な計算や、そ
れに代わる仮定条件をおいた
簡便法による費用対効果分析
は、県民がその計算過程や結
果を理解できるよう説明され
たい。

Ｂ／Ｃ＝２．３０ 引き続き事業の進
捗をはかり早期効
果の発現を目指す

昭和５８年度に事業着手し、平成
１０年度に再評価対象事業として一
度、審査を経た事業であり、その後
５年を経過して継続中の事業であ
る。再評価の結果、事業継続の妥当
性が認められたことから事業継続を
了承する。ただし、次の点について
意見を付するものである。 一、七
里御浜海岸の保全は、海浜の砂収支
の観点から流域の総合土砂管理の概
念が重要である。したがって、七里
御浜を核として各事業は総合的な計
画との関連づけを持つこと。  一、
海岸事業に限らず全ての公共施設・
機能の維持管理について、ライフサ
イクルコストの観点から適切な管理
が重要である。したがって、早急に
持続的な施設維持管理の仕組みにつ
いて具体的に構築するよう検討され
たい。 一、事業を進めるにあたっ
ては、時間とコストの管理をより積
極的に行うための経済比較、代替案
の立案を検討しその内容を明確にさ
れたい。

海
岸
事
業

31
井田地区建
設海岸

紀宝町

Ｓ５８

人工リーフ１４基の
内１０基が完成し、
残り４基を順次施行
を行う予定

七里御浜海岸は平
成１６年６月に
「紀伊山地の霊場
と参詣道」として
世界遺産に登録予
定である

【全体事業概要】
延長 ２，６９６ｍ
人工リーフ １４基

③

街
路
事
業

32
駅前高塚線
外１線

亀山市 ②

【全体事業概要】
延長 ５７６ｍ
幅員 １４ｍ
用地 ２，９８９m2
補償 ４５戸

H6

道路工 ５６６ｍ
用地 ２，９２５
m2
補償 ４５戸



（単位：百万円）

総事業費 進捗率

工事費 進捗率

目標年 用地費 進捗率

委員会意見等
事
業
名

番
号

今後の事業の見通し採択年

費用対便益分析結
果・コスト縮減の
可能性・代替案の

検討 等

箇所名
再評
価の
理由

全体事業概要と目的市町村名
事業を巡る社会経
済状況等の動向事業進捗内容

平成１５年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（県事業）

事業進捗状況

305 74%

142 0%

【事業目的】
現道の道路線形の改善、
狭小幅員区間の解消を行
い、市街地の道路網の形
成と交通緩和、交通安全
への寄与を図る。 H16 163 93%

4,330 55%

2,635 14%

【事業目的】
JR参宮線との交差を跨線
橋により立体化し、市街
地へのアクセス向上を図
り、伊勢市と御薗村のま
ちづくりに寄与する。 H19 1,695 97%

②

【全体事業概要】
延長 １６７ｍ
幅員 １４ｍ
用地 ２，００６m2
建物 ５戸

H6

平成６年度に事業着手し、
概ね１０年を経過して継続中
の事業である。審査を行った
結果、事業継続の妥当性が認
められる。したがって、事業
継続を了承する。

ただし、複雑な計算や、そ
れに代わる仮定条件をおいた
簡便法による費用対効果分析
は、県民がその計算過程や結
果を理解できるよう説明され
たい。

用地 １，００５
m2
建物 ５戸

平成７年に国道１
号亀山バイパスが
供用し、亀山バイ
パスから市街地へ
のアクセス道路と
して、必要性が高
まっている。ま
た、平成１２年度
から亀山市が高齢
者向けに運行を始
めた巡回バスの
ルートである。

Ｂ／Ｃ＝３．５０
盛土工事に際し、
他事業から建設発
生土を有効利用し
コスト縮減に努め
る。

地権者と協議を続
けており、平成１
６年度には用地買
収を行い工事を実
施し、事業完了す
る予定。

街
路
事
業

33 東町野登線 亀山市

街
路
事
業

34
秋葉山高向
線外１線

伊勢市 ②

【全体事業概要】
延長 ７５３ｍ
幅員 １５．２～２５．
５ｍ
用地 ８，７６６m2
建物 ４７戸

H6

用地 ７，９１４
m2
建物 ４７戸

伊勢市と周辺町村
の合併への動きの
中、合併支援道路
としての役割が高
まっている。

Ｂ／Ｃ＝１．７０ 大部分の起業地を
取得できたことか
ら、本線工事を順
次進め、平成１９
年度の完成をめざ
す。

平成６年度に事業着手し、
概ね１０年を経過して継続中
の事業である。審査を行った
結果、事業継続の妥当性が認
められる。したがって、事業
継続を了承する。

ただし、複雑な計算や、そ
れに代わる仮定条件をおいた
簡便法による費用対効果分析
は、県民がその計算過程や結
果を理解できるよう説明され
たい。



（単位：百万円）

総事業費 進捗率

工事費 進捗率

目標年 用地費 進捗率

192 5.2%

111 9.0%

【事業目的】
漁業集落道、防災安全施
設、用地整備等の集落環
境を整備して漁港利用の
向上と生活の安全性・利
便性・快適性の向上を図
ることにより、漁村地域
の定住環境の形成に資す
ることを目的とする。

Ｈ２０ 81 0.0%

5,183 85.3%

5,038 83.0%

【事業目的】
浸水被害の防除を目的と
するものである。

Ｈ１７ 145 100.0%

①

平成１５年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（市町村等事業）

事業実施に向けた測
量調査を実施。

当地区において
も近隣地域同様に
過疎化の傾向と
なっている。集落
全体を活性化する
ため、集落道を整
備し生活環境の利
便性・安全性の向
上を図る。また、
近年、その発生が
危惧されている地
震津波災害に備え
た防災安全施設等
の整備が強く望ま
れている。

事業進捗状況

費用便益比
Ｂ／Ｃ＝１．４９
再生路盤材の活
用、建設資材の既
製品等使用による
施工の効率化によ
るコスト縮減を図
る。

平成２０年度ま
でに事業を完了し
て、集落内の安全
性、利便性の向上
を図りたい。

【全体事業概要】
集落道Ｌ＝５０ｍ
防火水槽 ２基
避難所（用地整備） ２
箇所

事
業
名

番
号

Ｈ９
漁
業
集
落
環
境
整
備
事
業

103 錦地区 紀勢町

今後の事業の見通し採択年

費用対便益分析結
果・コスト縮減の
可能性・代替案の

検討 等

箇所名
再評
価の
理由

全体事業概要と目的市町村名
事業を巡る社会経
済状況等の動向

委員会意見等

１０３番については、平成９
年度に事業着手し５年を経過し
て未着手の事業である。

当事業は当初計画が変更さ
れ、大半が新規ともいえる項目
になっているため本委員会の再
評価になじまないと判断する。

しかしながら、津波高潮に対
する防災は、緊急を要するもの
であることから、集落道整備と
あわせて事業継続を了承する。

ただ、安全が優先されなけれ
ばならない防災事業といえど
も、代替案との比較等を十分に
行い、コスト縮減を図ることを
求めるものである。

また、当事業の遂行が長期に
わたった滞っていたことを十分
反省され、行政として速やかな
対応をされることを強く望むも
のである。

平成15年4月に新設
ポンプφ1500×2台
が供用開始。ポンプ
能力は全体の約86％
となっている。
また、管渠延長につ
いても約85％が完了
している。

下
水
道
事
業

110
朝明都市下
水路

四日市市

事業の進捗に支障
となる社会経済状
況の変化はない。
平成12年の東海豪
雨や北勢バイパス
築造による雨水流
出量の増加に対応
すべく本事業に対
する要望が強く
なっている。

費用便益比
Ｂ／Ｃ＝１．８３
北勢バイパス工事
と同調施工するこ
とにより、コスト
縮減を図る。

平成１７年度の完
成を目標に事業を
推進していく。

②

【全体事業概要】
集水区域面積 256ha
幹線水路 5,760m（既設
含） ポンプ
φ1200×2台（既設）
ポンプ φ1400×2台（既
設）     ポンプ φ1500×
3台

Ｈ６

平成６年度に事業着手し、
概ね１０年を経過して継続中
の事業である。審査を行った
結果、事業継続の妥当性が認
められる。したがって、事業
継続を了承する。

ただし、費用対効果分析に
あたっては、単独浄化槽が入
手不可能な現状から判断して
代替法として採用することは
疑問である。



（単位：百万円）

総事業費 進捗率

工事費 進捗率

目標年 用地費 進捗率

平成１５年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（市町村等事業）

事業進捗状況
事
業
名

番
号

今後の事業の見通し採択年

費用対便益分析結
果・コスト縮減の
可能性・代替案の

検討 等

箇所名
再評
価の
理由

全体事業概要と目的市町村名
事業を巡る社会経
済状況等の動向

委員会意見等

40,593 21.8%

36,472 17.9%

【事業目的】
汚水事業
公共用水域の水質保全と
生活環境の改善を図る。
雨水事業
主として市街地の雨水を
排除し、浸水の防除を図
る。

Ｈ３７ 218 34.4%

50,120 19.6%

50,120 19.6%

【事業目的】
公共用水域の水質保全と
生活環境の改善を図る。

Ｈ３６ ー ー

下
水
道
事
業

111
亀山市流域
関連公共下
水道

亀山市

事業進捗の障害と
なるような地元情
勢、社会情勢の変
化はない。
生活環境の改善及
び伊勢湾等の公共
用水域の水質保全
のため、下水道整
備の重要性は高
まっている。

②

【全体事業概要】
汚水事業
処理区域面積 1,697ha
処理人口 36,090人
計画汚水量 24,183m3/日
最大
管渠延長 38.3km
雨水事業
排水区域面積 1,697ha
排水量 149.03m3/秒

Ｈ６

汚水事業
平成12年度末に供用
開始
処理区域面積
212.9ha
処理人口 5,853人
流入水量 3,735m3/
日最大
管渠延長 8.7km
雨水事業
昭和47年度に都市下
水路事業により整備
開始
排水区域面積
145.3ha
排水人口 1,305人
排水量 25.78m3/秒
管渠延長 3.4km

供用開始後の水洗
化（公共下水道へ
の接続）も高いこ
とから、市民の環
境への考え方も変
わり下水道事業の
期待も大きく早期
整備が望まれてい
る。
一方、財政を取り
巻く状況は厳しさ
を増しており、市
民ニーズの高い事
業を、より効率的
に執行することが
必要である。

②

【全体事業概要】
(汚水）
計画処理区域面積1547.0ha
計画処理人口 39,800人

計画流入水量  26,841m
3
/日

最大
幹線管渠延長 35.8km
（雨水）
排水区域面積 367.9ha
幹線管渠延長 10 4km

Ｈ６

(汚水)
平成12年3月に供用
開始。
整備面積
318.1ha
整備人口 10,484
人 流入水

量2,284m3/日（測定
値）
幹線管渠延長
9.7km
（雨水）
排水区域面積
170.0ha
幹線管渠延長
5.9km

下
水
道
事
業

112
菰野町流域
関連公共下
水道

菰野町

費用便益比（B/C)
汚水１．５６（単
独） 汚水１．３
４（合併）
雨水３．１３
最小土被り厚の減
少、マンホール間
隔の見直しによる
設置個数の減、再
生材の利用等によ
りコスト縮減を図
る。

公共用水域の水質
保全のため、住民
要望の高い下水道
整備は重要であ
り、その整備を継
続して推進する。
当面、現行認可区
域 571.5haをH１
７年度に完了予定
とし事業進捗を図
り、普及人口を増
加させる。

平成６年度に事業着手し、
概ね１０年を経過して継続中
の事業である。審査を行った
結果、事業継続の妥当性が認
められる。したがって、事業
継続を了承する。

ただし、費用対効果分析に
あたっては、単独浄化槽が入
手不可能な現状から判断して
代替法として採用することは
疑問である。

平成６年度に事業着手し、
概ね１０年を経過して継続中
の事業である。審査を行った
結果、事業継続の妥当性が認
められる。したがって、事業
継続を了承する。

ただし、費用対効果分析に
あたっては、単独浄化槽が入
手不可能な現状から判断して
代替法として採用することは
疑問である。

公共用水域の水質
保全のため、下水
道事業は重要であ
り、社会的要請も
高いことから、計
画的、効率的な整
備を推進する。

費用便益比
（B/C） 汚水
１．３１（単独）
汚水１．６９（合
併）
雨水１．８２
管渠土被りの減
少、マンホール間
隔の見直しによる
設置個数の減、再
生材の埋戻し利用
等によりコスト縮
減を図る。



（単位：百万円）

総事業費 進捗率

工事費 進捗率

目標年 用地費 進捗率

平成１５年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（市町村等事業）

事業進捗状況
事
業
名

番
号

今後の事業の見通し採択年

費用対便益分析結
果・コスト縮減の
可能性・代替案の

検討 等

箇所名
再評
価の
理由

全体事業概要と目的市町村名
事業を巡る社会経
済状況等の動向

委員会意見等

注：再評価理由
①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業
②事業採択後一定期間を経過した時点で継続中の事業
③再評価実施後一定期間が経過している事業
④社会経済情勢の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業


